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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１光ファイバが保持される第１フェルールを備える光プラグを、第１方向に着脱可能
なハウジングと、
　前記第１方向と直交する第２方向に第２光ファイバが保持される第２フェルールと、
　前記第１方向に沿った光路と、前記第２方向に沿った光路とを変換する光路変換部であ
って、前記ハウジングに収容され、前記ハウジングに前記光プラグを装着した時に、前記
第１フェルールと前記ハウジングとの間に挟まれて配置される前記光路変換部と
を有し、
　前記光路変換部は、
　　前記第１方向における前記光プラグ側に配置され、前記第２方向に突出する後壁と、
　　前記第１方向における前記後壁に対して前記光プラグとは反対側に配置され、前記第
２方向に突出する前壁と、
　　前記第１方向における前記後壁と前記前壁との間に形成され、前記第２方向に開口す
る凹部とを備え、かつ、
　　前記第２方向から見たときに、前記第１フェルール及び前記光路変換部を前記ハウジ
ングに位置合わせするガイドピンが挿通される第１領域と、前記凹部が形成される第２領
域とで構成され、
　前記第２方向から見たときに、前記第１領域では、前記前壁と前記ハウジングとが接し
ており、前記第２領域では、前記第１方向における前記前壁と前記ハウジングとの間に隙
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間が形成されている
　ことを特徴とする光レセプタクル。
【請求項２】
　請求項１に記載の光レセプタクルであって、
　　前記光路変換部に対向する前記ハウジングの面の少なくとも一部が凹状に形成される
ことで、前記隙間が形成されている
　ことを特徴とする光レセプタクル。
【請求項３】
　請求項１に記載の光レセプタクルであって、
　　前記ハウジングに対向する前記前壁の面の少なくとも一部が凹状に形成されることで
、前記隙間が形成されている
　ことを特徴とする光レセプタクル。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の光レセプタクルであって、
　　前記第１フェルール及び前記第２フェルールのうち少なくとも一方はレンズ結合型の
フェルールである
　ことを特徴とする光レセプタクル。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の光レセプタクルであって、
　前記光路変換部において光信号が入射する面は、前記光信号の光軸に垂直な面に対して
傾斜している
　ことを特徴とする光レセプタクル。
【請求項６】
　第１光ファイバが保持される第１フェルールを備える光プラグと、
　　前記光プラグが第１方向に着脱可能なハウジングと、
　　前記第１方向と直交する第２方向に第２光ファイバが保持される第２フェルールと、
　　前記第１方向に沿った光路と、前記第２方向に沿った光路とを変換する光路変換部で
あって、前記ハウジングに収容され、前記ハウジングに前記光プラグを装着した時に、前
記第１フェルールと前記ハウジングとの間に挟まれて配置される前記光路変換部と
　を備える光レセプタクルと
　を有し、
　前記光路変換部は、
　　前記第１方向における前記光プラグ側に配置され、前記第２方向に突出する後壁と、
　　前記第１方向における前記後壁に対して前記光プラグとは反対側に配置され、前記第
２方向に突出する前壁と、
　　前記第１方向における前記後壁と前記前壁との間に形成され、前記第２方向に開口す
る凹部とを備え、かつ、
　　前記第２方向から見たときに、前記第１フェルール及び前記光路変換部を前記ハウジ
ングに位置合わせするガイドピンが挿通される第１領域と、前記凹部が形成される第２領
域とで構成され、
　前記第２方向から見たときに、前記第１領域では、前記前壁と前記ハウジングとが接し
ており、前記第２領域では、前記第１方向における前記前壁と前記ハウジングとの間に隙
間が形成されている
　ことを特徴とする光コネクタシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光レセプタクル及び光コネクタシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　近年、データセンタにおけるサーバやルータ等の装置間を接続する光ファイバ配線の省
スペース化が求められている。こうした光ファイバ配線に関して、光ファイバ同士を光コ
ネクタにより接続する際、接続される光ファイバの長手方向に沿って直線的（１次元的）
に接続されることになる。すなわち、光コネクタを介して一方の光ファイバから他方の光
ファイバに伝送される光信号の光路は直線的に延びることになる。ここで、光ファイバ配
線において光信号の光路を直角に曲げたいような場合、光コネクタの接続部分では曲げる
ことができず、光コネクタから延び出る光ファイバ部分を曲げる必要があった。このとき
、光ファイバの伝送損失の増大を抑制するために、十分な光ファイバの曲げ半径を確保す
る必要があり、光ファイバ配線の省スペース化を困難にさせる要因となっていた。
【０００３】
　光ファイバに対して入出射する光信号の光路を変換することに関して、例えば、特許文
献１～３には、光ファイバと基板上の光電変換素子との間に設けられた光路変換部が開示
されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１６－１８０９２０号公報
【特許文献２】特開２０１７－４０７０３号公報
【特許文献３】特開２０１８－１３５６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１～３に開示されているような光路変換部を利用して、一方の光ファイバから
他方の光ファイバに伝送される光信号の光路を変換するような光コネクタレセプタクルを
設けた場合、光コネクタプラグの接続の際に光コネクタレセプタクル内の光路変換部に対
して押圧力が付与されてしまい、光路変換部の変形の原因となることがあった。
【０００６】
　本発明は、光コネクタプラグの接続の際の光路変換部の変形を抑制する光コネクタレセ
プタクルを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の幾つかの実施形態は、第１光ファイバが保持される第１フェルールを備える光
プラグを、第１方向に着脱可能なハウジングと、前記第１方向と直交する第２方向に第２
光ファイバが保持される第２フェルールと、前記第１方向に沿った光路と、前記第２方向
に沿った光路とを変換する光路変換部であって、前記ハウジングに収容され、前記ハウジ
ングに前記光プラグを装着した時に、前記第１フェルールと前記ハウジングとの間に挟ま
れて配置される前記光路変換部とを有し、前記光路変換部は、前記第１方向における前記
光プラグ側に配置され、前記第２方向に突出する後壁と、前記第１方向における前記後壁
に対して前記光プラグとは反対側に配置され、前記第２方向に突出する前壁と、前記第１
方向における前記後壁と前記前壁との間に形成され、前記第２方向に開口する凹部とを備
え、かつ、前記第２方向から見たときに、前記第１フェルール及び前記光路変換部を前記
ハウジングに位置合わせするガイドピンが挿通される第１領域と、前記凹部が形成される
第２領域とで構成され、前記第２方向から見たときに、前記第１領域では、前記前壁と前
記ハウジングとが接しており、前記第２領域では、前記第１方向における前記前壁と前記
ハウジングとの間に隙間が形成されていることを特徴とする光レセプタクルである。
                                                                                
【０００８】
　本発明の他の特徴については、後述する明細書及び図面の記載により明らかにする。
【発明の効果】
【０００９】
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　本発明の幾つかの実施形態によれば、光路変換部を備えた光コネクタレセプタクルに光
コネクタプラグを接続する際に、光路変換部の変形を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１Ａは、比較例の光コネクタシステム１０を説明するための参考図である。図
１Ｂは、第１実施形態の光コネクタシステム１０を説明するための参考図である。
【図２】図２Ａは、第１実施形態の光コネクタシステム１０の全体斜視図である。図２Ｂ
は、第１実施形態の光コネクタシステム１０の分解斜視図である。
【図３】図３Ａは、光路変換部３０の平面図である。図３Ｂは、図３ＡのＡ－Ａ線におけ
る断面図である。図３Ｃは、光路変換部３０を下側から見た時の斜視図である。
【図４】図４Ａは、第１実施形態の光コネクタシステム１０を上下方向に垂直な面で切っ
た時の断面図である。図４Ｂは、第１実施形態の光コネクタシステム１０を左右方向に垂
直な面で切った時の断面図である。
【図５】図５Ａは、第２実施形態の光コネクタシステム１０を上下方向に垂直な面で切っ
た時の断面図である。図５Ｂは、第２実施形態の光コネクタシステム１０を左右方向に垂
直な面で切った時の断面図である。
【図６】図６Ａ～図６Ｃは、変形例の光コネクタシステム１０を左右方向に垂直な面で切
った時の光路変換部３０周辺の断面図である。
【図７】図７は、光路変換部３０の入出射部３６を説明するための断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　後述する明細書及び図面の記載から、少なくとも以下の事項が明らかとなる。
【００１２】
　第１光ファイバが保持される第１フェルールを備える光プラグを、第１方向に着脱可能
なハウジングと、前記第１方向と交差する第２方向に第２光ファイバが保持される第２フ
ェルールと、前記第１方向に沿った光路と、前記第２方向に沿った光路とを変換する光路
変換部であって、前記ハウジングに収容され、前記ハウジングに前記光プラグを装着した
時に、前記第１フェルールと前記ハウジングとの間に挟まれて配置される前記光路変換部
とを有し、前記第１方向における前記光路変換部と前記ハウジングとの間に隙間が形成さ
れていることを特徴とする光レセプタクルが明らかとなる。このような光レセプタクルに
よれば、光路変換部を備えた光レセプタクルに光プラグを接続する際に、光路変換部の変
形を抑制することができる。
【００１３】
　前記光路変換部は、前記第１方向と交差する方向に開口する凹部を備えることが望まし
い。これにより、光路変換部を備えた光レセプタクルに光プラグを接続する際に、光路変
換部の変形を抑制することができる。
【００１４】
　前記光路変換部に対向する前記ハウジングの面の少なくとも一部が凹状に形成されるこ
とで、前記隙間が形成されていることが望ましい。これにより、光路変換部を備えた光レ
セプタクルに光プラグを接続する際に、光路変換部の変形を抑制することができる。
【００１５】
　前記ハウジングに対向する前記光路変換部の面の少なくとも一部が凹状に形成されるこ
とで、前記隙間が形成されていることが望ましい。これにより、光路変換部を備えた光レ
セプタクルに光プラグを接続する際に、光路変換部の変形を抑制することができる。
【００１６】
　前記第１フェルール及び前記第２フェルールのうち少なくとも一方はレンズ結合型のフ
ェルールであることが望ましい。これにより、フェルールを接続端面側に付勢するための
ばねの押圧力を小さくすることができる。
【００１７】
　前記光路変換部において光信号が入射する面は、前記光信号の光軸に垂直な面に対して
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傾斜していることが望ましい。これにより、光信号が入射する面での光信号の反射による
戻り光の影響を抑制することができる。
【００１８】
　第１光ファイバが保持される第１フェルールを備える光プラグと、前記光プラグが第１
方向に着脱可能なハウジングと、前記第１方向と交差する第２方向に第２光ファイバが保
持される第２フェルールと、前記第１方向に沿った光路と、前記第２方向に沿った光路と
を変換する光路変換部であって、前記ハウジングに収容され、前記ハウジングに前記光プ
ラグを装着した時に、前記第１フェルールと前記ハウジングとの間に挟まれて配置される
前記光路変換部とを備える光レセプタクルとを有し、前記第１方向における前記光路変換
部と前記ハウジングとの間に隙間が形成されていることを特徴とする光コネクタシステム
が明らかとなる。このような光コネクタシステムによれば、光路変換部を備えた光レセプ
タクルに光プラグを接続する際に、光路変換部の変形を抑制することができる。
【００１９】
　＝＝＝第１実施形態＝＝＝
　＜光コネクタシステム１０の概要＞
　・比較例の光コネクタシステム１０の概要
　図１Ａは、比較例の光コネクタシステム１０を説明するための参考図である。
【００２０】
　以下では、第１実施形態の光コネクタシステム１０を説明する前に、比較例の光コネク
タシステム１０について説明する。光コネクタシステム１０は、光コネクタレセプタクル
２０と、光コネクタプラグ４０とを有する。なお、光コネクタレセプタクル２０のことを
単に「光レセプタクル２０」と呼ぶことがある。また、光コネクタプラグ４０のことを単
に「光プラグ４０」と呼ぶことがある。さらに、光コネクタレセプタクル２０及び光コネ
クタプラグ４０のことを総称して単に「光コネクタ」と呼ぶことがある。
【００２１】
　光レセプタクル２０は、装置等に固定され、後述する光プラグ４０が着脱される側の光
コネクタである。光レセプタクル２０は、例えばデータセンタ内の装置の壁２に固定され
ている。図１Ａに示すように、本比較例では、壁２の壁面方向に２個の光レセプタクル２
０が固定されている。図１Ａに示す壁面方向は、例えば壁面に沿った鉛直方向を意味する
が、水平方向や、それ以外の方向も含む。これら２個の光レセプタクル２０は、光ファイ
バ１Ｂの両端をそれぞれ保持している。それぞれの光レセプタクル２０では、フェルール
（不図示）によって光ファイバ１Ｂの端部が壁２の壁面方向に垂直な方向（後述する着脱
方向）に保持されている。したがって、光ファイバ１Ｂの端部は、壁２の壁面方向に垂直
な方向（着脱方向）で、かつ、壁２に対して光レセプタクル２０が設けられている側とは
反対側（着脱する光プラグ４０の側）を向くことになる。これにより、光プラグ４０が、
光レセプタクル２０に対して壁２の壁面方向に垂直な方向に着脱することができる。
【００２２】
　光プラグ４０は、光レセプタクル２０に着脱可能な側の光コネクタである。図１Ａに示
すように、２個の光プラグ４０が、壁２に固定された２個の光レセプタクル２０にそれぞ
れ接続されている。接続されたそれぞれの光プラグ４０では、フェルール（不図示）によ
って光ファイバ１Ａの端部が壁２の壁面方向に垂直な方向（着脱方向）に保持されている
。したがって、光ファイバ１Ａの端部は、壁２の壁面方向に垂直な方向（着脱方向）で、
かつ、壁２に対して光プラグ４０が設けられている側とは反対側（着脱される光レセプタ
クル２０の側）を向くことになる。光プラグ４０が光レセプタクル２０に接続されること
で、光プラグ４０側の光ファイバ１Ａと、光レセプタクル２０側の光ファイバ１Ｂとが光
接続される。なお、着脱方向において光プラグ４０を光レセプタクル２０と離れる側に移
動させることで、光プラグ４０を光レセプタクル２０から抜去することができる。これに
より光プラグ４０側の光ファイバ１Ａと、光レセプタクル２０側の光ファイバ１Ｂとの光
接続が解除される。
【００２３】
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　図１Ａに示すように、本比較例の光コネクタシステム１０では、光プラグ４０側の光フ
ァイバ１Ａと、光レセプタクル２０側の光ファイバ１Ｂとが、長手方向に沿って直線的（
１次元的）に接続されている。言い換えれば、光コネクタ（光レセプタクル２０及び光プ
ラグ４０）を介して一方の光ファイバ１Ａから他方の光ファイバ１Ｂに伝送される光信号
の光路は直線的に延びることになる。前述したように、本比較例では、光レセプタクル２
０のフェルールによって光ファイバ１Ｂの端部が壁２の壁面方向に垂直な方向（着脱方向
）に保持される。そして、光ファイバ１Ｂに対して、光プラグ４０のフェルールによって
保持された光ファイバ１Ａの端部を壁２の壁面方向に垂直な方向（着脱方向）に接続する
ことで、光ファイバ（光ファイバ１Ａ及び光ファイバ１Ｂ）が長手方向に沿って直線的（
１次元的）に接続されることになる。
【００２４】
　このため、本比較例の光コネクタシステム１０では、壁２に対して光レセプタクル２０
の飛び出した部分の長さ（Ｌ１）だけ、壁２の壁面方向に垂直な方向（着脱方向）に突出
することになる。光レセプタクル２０は、光ファイバ１Ｂの端部を保持する必要があるた
め、光レセプタクル２０の長手方向に十分な長さを確保する必要がある。したがって、壁
２に対して光レセプタクル２０の飛び出した部分の長さＬ１も、その分長くなる。また、
本比較例の光コネクタシステム１０では、図１Ａに示す上側の光レセプタクル２０から下
側の光レセプタクル２０までは、光ファイバ１Ｂが曲げられて配線されている。光ファイ
バ１Ｂ中を伝送される光信号の伝送損失の増大を抑制するために、配線された光ファイバ
１Ｂは十分な曲げ半径を確保する必要がある。このため、光ファイバ１Ｂの配線に関して
所定の長さ（Ｌ２）だけ、壁２に垂直な方向（着脱方向）に突出することになる。ここで
、光ファイバ配線の省スペース化のためには、壁２に垂直な方向（着脱方向）に薄く（小
さく）する必要がある。つまり、前述した長さの合計ＬＡ（Ｌ１＋Ｌ２）は、できるだけ
小さくする必要がある。しかし、前述したように、Ｌ１もＬ２も十分な長さを確保する必
要がある為、ＬＡを小さくすることには限度がある。これが光ファイバ配線の省スペース
化を困難にさせる要因となっていた。
【００２５】
　・第１実施形態の光コネクタシステム１０の概要
　図１Ｂは、第１実施形態の光コネクタシステム１０を説明するための参考図である。
【００２６】
　本実施形態の光コネクタシステム１０では、壁２の壁面方向に２個の光レセプタクル２
０が固定されていることと、２個の光プラグ４０が、壁２に固定された２個の光レセプタ
クル２０にそれぞれ接続されていることは、前述した比較例と変わらない。また、本実施
形態の光コネクタシステム１０でも、２個の光レセプタクル２０が光ファイバ１Ｂの両端
をそれぞれ保持していることも、前述した比較例と変わらない。しかし、本実施形態では
、それぞれの光レセプタクル２０が、光路変換部３０を有している。
【００２７】
　光路変換部３０は、光信号の光路を変換する部材である。図１Ｂに示すように、光路変
換部３０により、光ファイバ１Ａ中を伝送される光信号の光路に沿った方向（着脱方向）
と、光ファイバ１Ｂ中を伝送される光信号の光路に沿った方向（壁面方向）とが変換され
ている。これにより、光レセプタクル２０の内部において、光信号の光路が変換されるこ
とになる。このため、前述した比較例のように、上側の光レセプタクル２０から下側の光
レセプタクル２０まで光ファイバ１Ｂを曲げて配線する必要はなく、上下の光レセプタク
ル２０同士を直接光ファイバ１Ｂで真っ直ぐ繋ぐだけで良い。また、上下の光レセプタク
ル２０自身も、壁２の壁面方向に垂直な方向（着脱方向）に突出するように壁２に固定す
る必要はなく、壁２の壁面方向に沿って固定することができる。このため、壁２に垂直な
方向に突出する長さ（ＬＢ）は、比較例における壁２に垂直な方向に突出する長さ（ＬＡ
）よりも小さくすることができる（ＬＢ＜ＬＡ）。これにより、本実施形態の光コネクタ
システム１０では、光ファイバ配線の省スペース化をすることができる。また、光ファイ
バ配線を省スペース化することで、光ファイバ配線が冷却ファンから送られる風を妨げる
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ことを抑制し、光コネクタシステム１０が設けられるデータセンタ内の装置を効率的に冷
却することができる。
【００２８】
　＜光コネクタシステム１０の構成＞
　図２Ａは、第１実施形態の光コネクタシステム１０の全体斜視図である。図２Ｂは、第
１実施形態の光コネクタシステム１０の分解斜視図である。
【００２９】
　以下の説明では、図に示すように各方向を定義する。すなわち、光プラグ４０の光レセ
プタクル２０に対する着脱方向を「前後方向」とし、光プラグ４０に対する光レセプタク
ル２０の側を「前」とし、逆側（光レセプタクル２０に対する光プラグ４０の側）を「後
」とする。光レセプタクル２０に保持される光ファイバ１Ｂ（図１Ｂ参照）の長手方向を
「上下方向」とし、レセプタクル側フェルールユニット２２に対する光路変換部３０の側
を「上」とし、逆側（光路変換部３０に対するレセプタクル側フェルールユニット２２の
側）を「下」とする。なお、上下方向は、図１Ｂに示す壁面方向でもある。また、「前後
方向」及び「上下方向」と直交する方向を「左右方向」とし、後から前を見た時の右側を
「右」とし、後から前を見た時の左側を「左」とする。なお、「前後方向」を「第１方向
」と、「上下方向」を「第２方向」と呼ぶことがある。
【００３０】
　なお、図２Ａ及び図２Ｂでは、光プラグ４０については、後述するプラグ側フェルール
ユニット４２のみ図示し、プラグ側フェルールユニット４２を収容するハウジング等につ
いては、説明を容易にするために図示を省略している。また、図２Ａ及び図２Ｂでは、図
１Ｂで示した光ファイバ１Ａ及び光ファイバ１Ｂの図示を省略している。
【００３１】
　前述したように、光コネクタシステム１０は、光プラグ４０と、光レセプタクル２０と
を有する。また、光プラグ４０は、プラグ側フェルールユニット４２を有する。
【００３２】
　プラグ側フェルールユニット４２は、光プラグ４０側の光ファイバ１Ａ（図１Ｂ参照）
を保持する部材であると共に、レンズ結合型フェルールのレンズが設けられる部材でもあ
る。プラグ側フェルールユニット４２は、プラグ側フェルール４３と、プラグ側レンズ部
４４とを有する。なお、本実施形態では、プラグ側フェルール４３と、プラグ側レンズ部
４４とは、２部品で構成されているが、１部品で構成されても良い（一体的に形成されて
も良い）。
【００３３】
　プラグ側フェルール４３は、光プラグ４０側の光ファイバ１Ａを保持する部材である。
本実施形態のプラグ側フェルール４３と、プラグ側レンズ部４４とは、レセプタクルハウ
ジング２１に取り付けられたガイドピン２５（後述）を介して位置決めされる。なお、後
述する図４Ａ及び図４Ｂに示すように、プラグ側フェルール４３は、複数（ここでは、１
２本）の光ファイバ１Ａを保持している。
【００３４】
　プラグ側フェルール４３は、例えばＭＴ形光コネクタ（ＪＩＳ　Ｃ　５９８１で規定さ
れる光コネクタ、ＭＴ：Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌｌｙ　Ｔｒａｎｓｆｅｒａｂｌｅ）のフェ
ルールとほぼ同様の構成である。但し、通常のＭＴ形光コネクタのフェルールでは、フェ
ルール端面と光ファイバ端面とを合わせて研磨することになるが、本実施形態では、後述
するように、光ファイバ１Ａの端面はプラグ側フェルール４３の前側端面（光ファイバ穴
の開口面）から突出させることになり、プラグ側フェルール４３の前側端面と光ファイバ
１Ａの端面とを合わせて研磨することは行われない。また、通常のＭＴ形光コネクタでは
、フェルール端面で光ファイバ端面が露出することになるが、本実施形態では、後述する
ように、プラグ側フェルール４３の前側にプラグ側レンズ部４４が配置され、光ファイバ
１Ａの端面はプラグ側レンズ部４４の光ファイバ突き当て面４８に突き当てられた状態に
なるため、光ファイバ１Ａの端面は外部に露出しない。
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【００３５】
　プラグ側フェルール４３には、ガイド穴４５が形成されている。ガイド穴４５は、後述
するガイドピン２５を挿入するための穴である。ガイド穴４５は、プラグ側フェルール４
３とプラグ側レンズ部４４との位置合わせに用いられる。ガイド穴４５は、前後方向に沿
ってプラグ側フェルール４３を貫通しており、プラグ側フェルール４３の前側端面には２
つのガイド穴４５が開口している（図２Ａ及び図２Ｂでは不図示、後述する図４Ａ参照）
。なお、図２Ｂに示すように、プラグ側フェルール４３の後側端面にも２つのガイド穴４
５がそれぞれ開口しているが、２つのガイド穴４５がそれぞれ後側端面において開口して
いなくても良い。また、２つのガイド穴４５は、後述する複数の光ファイバ穴４６を左右
方向から挟むように、左右方向に間隔を空けて配置されている。
【００３６】
　また、プラグ側フェルール４３には、複数の光ファイバ穴４６が形成されている（図２
Ａ及び図２Ｂでは不図示、後述する図４Ａ参照）。複数の光ファイバ穴４６は、左右方向
に並んで配置されている。左右方向に並ぶ各光ファイバ穴４６には、光ファイバテープ（
光ファイバリボン）を構成する光ファイバ１Ａがそれぞれ挿入されることになる。本実施
形態では、左右方向に並ぶ光ファイバ穴４６の列が１列ある。この光ファイバ穴４６の列
は、１列でも良いし、複数列でも良い。なお、複数の光ファイバ穴４６は、後述する２本
のガイドピン２５の間に配置されている。
【００３７】
　プラグ側レンズ部４４は、複数のレンズを配列させたレンズアレイを有する光学部材で
ある。プラグ側レンズ部４４は、光信号を透過させる透明樹脂によって成形されている。
プラグ側レンズ部４４は、その後側端面をプラグ側フェルール４３の前側端面に接触させ
た状態で、プラグ側フェルール４３の前側に配置される。本実施形態のプラグ側レンズ部
４４と、プラグ側フェルール４３とは、レセプタクルハウジング２１に取り付けられるガ
イドピン２５（後述）を介して位置決めされる。
【００３８】
　プラグ側レンズ部４４は、ガイド貫通穴４７と、光ファイバ突き当て面４８と、レンズ
面４９とを有する（レンズ面４９については、図２Ａ及び図２Ｂでは不図示、後述する図
３Ｂ及び図４Ｂを参照）。
【００３９】
　ガイド貫通穴４７は、後述するガイドピン２５を挿入するための穴である。ガイド貫通
穴４７にガイドピン２５を挿入することによって、プラグ側フェルール４３とプラグ側レ
ンズ部４４とが位置合わせされることになる。このため、２つのガイド貫通穴４７の間隔
は、プラグ側フェルール４３の２つのガイド穴４５の間隔と同じである。また、２つのガ
イド貫通穴４７は、後述する光ファイバ突き当て面４８を左右方向から挟むように、左右
方向に間隔を空けて配置されている。ガイド貫通穴４７は、前後方向に沿ってプラグ側レ
ンズ部４４を貫通しており、プラグ側レンズ部４４の前側端面及び後側端面には２つのガ
イド貫通穴４７がそれぞれ開口している。
【００４０】
　光ファイバ突き当て面４８は、光プラグ４０側の光ファイバ１Ａの端面が突き当てられ
る面である。光プラグ４０側の光ファイバ１Ａの端面は、プラグ側フェルール４３の前側
端面（光ファイバ穴の開口面）から突出しており、光ファイバ突き当て面４８に突き当て
られている。後から前を向く方向に光ファイバ突き当て面４８を見た時に、プラグ側フェ
ルール４３の複数の光ファイバ穴４６を覆うように光ファイバ突き当て面４８がプラグ側
レンズ部４４の後側端面に形成されている。これにより、プラグ側フェルール４３が保持
する全ての複数の光ファイバ１Ａの端面が光ファイバ突き当て面４８に突き当てられるこ
とになる。
【００４１】
　レンズ面４９は、複数の光ファイバ１Ａ（言い換えると、複数の光ファイバ穴４６）に
それぞれ対応して配置されており、レンズ面４９を介して光信号が入出力されることにな
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る。このため、レンズ面４９は、ガイド貫通穴４７に対して高精度に位置決めされて形成
されている。レンズ面４９は、例えばコリメートレンズとして機能するように形成されて
いる。レンズ面４９によって径の拡大された光信号を入出力することによって、光信号の
伝送損失を抑制できる。レンズ面４９は、プラグ側レンズ部４４の前側端面に形成されて
おり、プラグ側フェルールユニット４２の前側端面に形成されている。プラグ側フェルー
ルユニット４２を光路変換部３０に対向させて突き合わせた時に、凸状のレンズ面４９が
光路変換部３０に接触しないようにするために、レンズ面４９は、プラグ側レンズ部４４
の凹所５０の底部に形成されている（図２Ａ及び図２Ｂでは不図示、後述する図３Ｂ及び
図４Ｂを参照）。
【００４２】
　前述したように、本実施形態のプラグ側フェルールユニット４２は、レンズ結合型のフ
ェルールである。なお、後述するレセプタクル側フェルールユニット２２も、レンズ結合
型のフェルールである。レンズ結合型のフェルールとは、光ファイバの端部同士を物理的
に接触させずに光接続することができるフェルールである。レンズ結合型のフェルールで
は、フェルール（例えば、プラグ側フェルール４３）の端部にレンズ（例えば、プラグ側
レンズ部４４）を配置し、フェルール（プラグ側フェルール４３）で保持された光ファイ
バ（例えば、光ファイバ１Ａ）の端面から出射した光をコリメートし、接続先のフェルー
ル（例えば、レセプタクル側フェルール２３）に伝達する。接続先のフェルール（レセプ
タクル側フェルール２３）の端部には、今度はコリメートされた光を光ファイバ（例えば
、光ファイバ１Ｂ）の端面に入射させるためのレンズ（レセプタクル側レンズ部２４）が
配置されている。レンズ結合型のフェルールは、このようにして光接続を行う。これによ
り、光ファイバ端面が露出したフェルール端面同士を突き合わせる光コネクタと比較して
、レンズ結合型のフェルールは、フェルールを接続端面側に付勢するためのばねの押圧力
を小さくすることができる。
【００４３】
　光レセプタクル２０は、レセプタクルハウジング２１と、レセプタクル側フェルールユ
ニット２２と、ガイドピン２５と、光路変換部３０とを有する。
【００４４】
　レセプタクルハウジング２１は、レセプタクル側フェルールユニット２２と、ガイドピ
ン２５と、光路変換部３０とを収容する部材である。また、レセプタクルハウジング２１
は、装置の壁等（前述した壁２等）に固定されることで、光レセプタクル２０を装置の壁
等に固定する部材でもある。
【００４５】
　レセプタクル側フェルールユニット２２は、光レセプタクル２０側の光ファイバ１Ｂを
保持する部材であると共に、レンズ結合型のフェルールのレンズが設けられる部材でもあ
る。レセプタクル側フェルールユニット２２は、レセプタクル側フェルール２３と、レセ
プタクル側レンズ部２４とを有する。なお、レセプタクル側フェルール２３とレセプタク
ル側レンズ部２４とは所定の位置関係になるように固定されている。レセプタクル側フェ
ルール２３及びレセプタクル側レンズ部２４の詳細な構成については、プラグ側フェルー
ル４３及びプラグ側レンズ部４４と同様なので、説明を省略する。
【００４６】
　ガイドピン２５は、プラグ側フェルール４３のガイド穴４５及びプラグ側レンズ部４４
のガイド貫通穴４７に挿入されることで、プラグ側フェルール４３とプラグ側レンズ部４
４とをレセプタクルハウジング２１に対して位置合わせする部材である。ガイドピン２５
は、前側端部がレセプタクルハウジング２１に収容され、取り付けられている。
【００４７】
　前述したように、光路変換部３０は、光信号の光路を変換する部材である。言い換えれ
ば、光路変換部３０は、光プラグ４０の光レセプタクル２０に対する着脱方向（第１方向
）に沿った光路と、光レセプタクル２０に保持される光ファイバ１Ｂの長手方向（第２方
向）に沿った光路とを変換する部材である。光路変換部３０の詳細な構成については、後
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述する。
【００４８】
　＜光路変換部３０＞
　図３Ａは、光路変換部３０の平面図である。図３Ｂは、図３ＡのＡ－Ａ線における断面
図である。図３Ｃは、光路変換部３０を下側から見た時の斜視図である。図４Ａは、第１
実施形態の光コネクタシステム１０を上下方向に垂直な面で切った時の断面図である。図
４Ｂは、第１実施形態の光コネクタシステム１０を左右方向に垂直な面で切った時の断面
図である。図３Ａ～図３Ｂでは、プラグ側フェルールユニット４２とレセプタクルハウジ
ング２１とを破線で示している。
【００４９】
　光路変換部３０は、反射部３４と、位置決めピン３５と、入出射部３６と、ガイド貫通
穴３９とを有する。
【００５０】
　反射部３４は、光信号を反射する面である。プラグ側レンズ部４４との光信号の入出射
部３６（後側入出射部３６Ａ）が設けられる後壁３８の前側の傾斜端面が反射部３４にな
る。言い換えれば、光路変換部３０の上面側に開口する凹部３３が形成されており、凹部
３３の後側の傾斜端面が反射部３４になる。反射部３４は、光路変換部３０を構成する樹
脂と外気との境界面であり、両者の屈折率の違いにより両者の境界面で光が反射する。反
射部３４は、左右方向に平行に形成されている。但し、反射部３４は、平面でも良いし、
レンズ面（曲面）でも良い。
【００５１】
　光路変換部３０を透過する光信号は、反射部３４で反射することになる。プラグ側レン
ズ部４４から出射し、後側入出射部３６Ａで光路変換部３０に入射した光信号の場合には
、光信号は、反射部３４で反射して、下側入出射部３６Ｂからレセプタクル側レンズ部２
４に向かって出射することになる。また、レセプタクル側レンズ部２４から出射し、下側
入出射部３６Ｂで光路変換部３０に入射した光信号の場合には、光信号は、反射部３４で
反射して、後側入出射部３６Ａからプラグ側レンズ部４４に入射することになる。
【００５２】
　なお、後側入出射部３６Ａと反射部３４との間の光路は、プラグ側フェルール４３（プ
ラグ側フェルールユニット４２）に保持された光ファイバ１Ａの光軸と平行である。また
、後側入出射部３６Ａと反射部３４との間の光路は、光プラグ４０の光レセプタクル２０
に対する着脱方向（前後方向）と平行である。また、下側入出射部３６Ｂと反射部３４と
の間の光路は、レセプタクル側フェルール２３（レセプタクル側フェルールユニット２２
）に保持された光ファイバ１Ｂの光軸（上下方向）と平行である。すなわち、後側入出射
部３６Ａと反射部３４との間の光路と、下側入出射部３６Ｂと反射部３４との間の光路と
は互いに交差する方向になる。ここでは、後側入出射部３６Ａと反射部３４との間の光路
と、下側入出射部３６Ｂと反射部３４との間の光路とは、互いに直交しているが、直交で
はなく斜めに配置されていても良い。したがって、光路変換部３０は、反射部３４を有す
ることにより、後側入出射部３６Ａと反射部３４との間の光路と、下側入出射部３６Ｂと
反射部３４との間の光路とを変換することができる。
【００５３】
　位置決めピン３５は、レセプタクル側レンズ部２４の位置決め穴２７（図２Ｂ参照）に
挿入するためのピン（位置決め部）である。光路変換部３０の位置決めピン３５をレセプ
タクル側レンズ部２４の位置決め穴２７に挿入することによって、光路変換部３０とレセ
プタクル側レンズ部２４とが位置合わせされることになる。前述したように、レセプタク
ル側レンズ部２４とレセプタクル側フェルール２３とが所定の位置関係になるように固定
されているため、光路変換部３０とレセプタクル側レンズ部２４とが位置合わせされると
、光路変換部３０とレセプタクル側フェルール２３とが位置合わせされることになる。図
３Ｃに示すように、本実施形態では、２本の位置決めピン３５が光路変換部３０の下面か
ら突出している。２本の位置決めピン３５は、上下方向（レセプタクル側フェルール２３
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（レセプタクル側フェルールユニット２２）に保持された光ファイバ１Ｂの光軸）に平行
である。
【００５４】
　入出射部３６は、光信号が入射又は出射する面である。入出射部３６は、光路変換部３
０の後面に形成された後側入出射部３６Ａと、光路変換部３０の下面に形成された下側入
出射部３６Ｂとを有する。光プラグ４０と光レセプタクル２０とが接続されると、後側入
出射部３６Ａは、プラグ側レンズ部４４のレンズ面４９と対向し、プラグ側フェルール４
３に保持された光ファイバ１Ａの端面から出射する光信号（又は光ファイバ１Ａの端面に
入射する光信号）が光路変換部３０に入出射する際の面となる。また、下側入出射部３６
Ｂは、レセプタクル側レンズ部２４のレンズ面２８と対向するように光レセプタクル２０
が組み立てられており、レセプタクル側フェルール２３に保持された光ファイバ１Ｂの端
面から出射する光信号（又は光ファイバ１Ｂの端面に入射する光信号）が光路変換部３０
に入出射する際の面となる。なお、入出射部３６（後側入出射部３６Ａ及び下側入出射部
３６Ｂ）は、複数の光信号が入射又は出射することになる。入出射部３６は、左右方向に
平行に形成されている。また、入出射部３６は、２本のガイドピン２５の間に配置されて
いる。
【００５５】
　ガイド貫通穴３９は、ガイドピン２５を挿入するための穴である。ガイド貫通穴３９に
ガイドピン２５を挿入することによって、ガイドピン２５が取り付けられたレセプタクル
ハウジング２１に対して光路変換部３０が位置合わせされることになる。２つのガイド貫
通穴３９の間隔は、プラグ側フェルール４３の２つのガイド穴４５及びプラグ側レンズ部
４４の２つのガイド貫通穴４７の間隔と同じである。ガイド貫通穴３９は、前後方向に沿
って光路変換部３０を貫通しており、光路変換部３０の前側端面及び後側端面には２つの
ガイド貫通穴３９がそれぞれ開口している。
【００５６】
　＜凹部領域３１とガイド領域３２＞
　図３Ａの右側に示すように、左右方向に光路変換部３０の部位（領域）を区別した場合
、光路変換部３０は、凹部領域３１と、ガイド領域３２とで構成されている。すなわち、
光路変換部３０を上から見たときに、凹部３３の左右両側の内壁面（左側内壁面６０及び
右側内壁面６１）が含まれる面を境界として、内側（凹部３３が形成される側）が凹部領
域３１であり、外側がガイド領域３２となっている。ガイド領域３２は、ガイド貫通穴３
９が形成され、ガイドピン２５が挿通される領域でもある。
【００５７】
　凹部領域３１では、凹部３３が光路変換部３０の上面側に開口している。したがって、
図３Ｂに示すように、左右方向に垂直な面で切った時の光路変換部３０の断面を見ると、
光路変換部３０の前側で上側に突出する前壁３７と、光路変換部３０の後側で同様に上側
に突出する後壁３８とが形成されることになる。
【００５８】
　ここで、レセプタクルハウジング２１に光プラグ４０を装着した時に、光路変換部３０
は、プラグ側フェルールユニット４２（光プラグ４０）とレセプタクルハウジング２１と
の間に挟まれて配置されることになる。レセプタクルハウジング２１に光プラグ４０を装
着する時、光路変換部３０がプラグ側フェルールユニット４２とレセプタクルハウジング
２１との両方に接していると、光路変換部３０は、プラグ側フェルールユニット４２とレ
セプタクルハウジング２１との両方から押圧力を受けることになる。すなわち、光路変換
部３０の後側の面（後壁３８の後側の面）はプラグ側フェルールユニット４２（光プラグ
４０）から前方向に押圧力を受け、光路変換部３０の前側の面（前壁３７の後側の面）は
レセプタクルハウジング２１から後方向に押圧力を受けることになる。
【００５９】
　こうして光路変換部３０がプラグ側フェルールユニット４２とレセプタクルハウジング
２１との両方から押圧力を受けることで、光路変換部３０は、前述した後壁３８と前壁３
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７とが近づく向きに押圧力を受けることになる。これにより、前壁３７と後壁３８とが近
づくように移動して光路変換部３０が変形してしまう。したがって、光路変換部３０の反
射部３４の位置がずれてしまい、光ファイバ１Ａ（又は、光ファイバ１Ｂ）の端面から出
射する光信号が、光ファイバ１Ｂ（又は、光ファイバ１Ａ）の端面に精度良く入射するこ
とができなくなってしまい、これが光信号の伝送損失の増大の原因となってしまう。
【００６０】
　そこで、本実施形態の光レセプタクル２０では、光路変換部３０とレセプタクルハウジ
ング２１との間に隙間が形成されている。すなわち、光路変換部３０の凹部領域３１が、
プラグ側フェルールユニット４２（光プラグ４０）とレセプタクルハウジング２１との両
方に接することを抑制している。なお、ガイド領域３２には凹部３３が形成されていない
。このため、ガイド領域３２がプラグ側フェルールユニット４２とレセプタクルハウジン
グ２１との両方に接していても、凹部領域３１と比較して変形し難くなっている。
【００６１】
　図４Ａ及び図４Ｂに示すように、本実施形態の光レセプタクル２０では、光路変換部３
０の凹部領域３１に対向するレセプタクルハウジング２１の面が凹状に形成されることで
、隙間部２６が形成されている。なお、光路変換部３０のガイド領域３２における後壁３
８と、ガイド領域３２に対向するレセプタクルハウジング２１の面とは接したままである
。但し、光路変換部３０のガイド領域３２における後壁３８と、ガイド領域３２に対向す
るレセプタクルハウジング２１との間にも隙間部２６が形成されても良い。言い換えれば
、光路変換部３０に対向するレセプタクルハウジング２１の面の少なくとも一部が凹状に
形成されることで、隙間部２６が形成されている。これにより、光路変換部３０を備えた
光レセプタクル２０に光プラグ４０を接続する際に、光路変換部３０の変形を抑制するこ
とができる。
【００６２】
　なお、図４Ａ及び図４Ｂに示すように、前後方向で見た時に、隙間部２６は、光路変換
部３０に対して光プラグ４０が配置される側とは反対側に形成されている。また、隙間部
２６は、２本のガイドピン２５の間に形成されている。前述したように、２本のガイドピ
ン２５の間には、光路変換部３０の入出射部３６や、プラグ側フェルール４３の複数の光
ファイバ穴４６が配置されている。すなわち、隙間部２６は、プラグ４０側の光ファイバ
１Ａの端面に入出射する光信号の光路（後側入出射部３６Ａと反射部３４との間の光信号
の光路）に対応して形成されている。このように、光信号が通過する凹部領域３１の変形
を抑制することができる。
【００６３】
　＝＝＝第２実施形態＝＝＝
　図５Ａは、第２実施形態の光コネクタシステム１０を上下方向に垂直な面で切った時の
断面図である。図５Ｂは、第２実施形態の光コネクタシステム１０を左右方向に垂直な面
で切った時の断面図である。
【００６４】
　前述した第１実施形態では、光路変換部３０の凹部領域３１に対向するレセプタクルハ
ウジング２１の面が凹状に形成されることで、隙間部２６が形成されていた。しかし、図
５Ａ及び図５Ｂに示す本実施形態の光コネクタシステム１０のように、光路変換部３０の
凹部領域３１における、レセプタクルハウジング２１に対向する面が凹状に形成されるこ
とで、隙間部２６が形成されても良い。なお、本実施形態でも光路変換部３０のガイド領
域３２における後壁３８と、ガイド領域３２に対向するレセプタクルハウジング２１の面
とは接したままである。但し、光路変換部３０のガイド領域３２における後壁３８と、ガ
イド領域３２に対向するレセプタクルハウジング２１との間にも隙間部２６が形成されて
も良い。言い換えれば、レセプタクルハウジング２１に対向する光路変換部３０の面の少
なくとも一部が凹状に形成されることで、隙間部２６が形成されている。これにより、光
路変換部３０を備えた光レセプタクル２０に光プラグ４０を接続する際に、光路変換部３
０の変形を抑制することができる。
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【００６５】
　＝＝＝その他＝＝＝
　＜変形例＞
　図６Ａ～図６Ｃは、変形例の光コネクタシステム１０を左右方向に垂直な面で切った時
の光路変換部３０周辺の断面図である。
【００６６】
　前述した第１実施形態及び第２実施形態の光コネクタシステム１０では、プラグ側フェ
ルールユニット４２とレセプタクル側フェルールユニット２２との両方が、レンズ結合型
のフェルールであった。すなわち、プラグ側フェルールユニット４２及びレセプタクル側
フェルールユニット２２は、フェルール（プラグ側フェルール４３及びレセプタクル側フ
ェルール２３）にレンズ部（プラグ側レンズ部４４及びレセプタクル側レンズ部２４）が
設けられていた。
【００６７】
　しかし、本変形例では、プラグ側フェルールユニット４２及びレセプタクル側フェルー
ルユニット２２のいずれか一方がレンズ結合型のフェルールでなく、ＭＴ形光コネクタの
フェルールであっても良い。また、プラグ側フェルールユニット４２及びレセプタクル側
フェルールユニット２２の両方がレンズ結合型のフェルールでなく、ＭＴ形光コネクタの
フェルールであっても良い。
【００６８】
　図６Ａは、プラグ側フェルールユニット４２及びレセプタクル側フェルールユニット２
２の両方がＭＴ形光コネクタのフェルールである場合の光コネクタシステム１０を示して
いる。図６Ｂは、プラグ側フェルールユニット４２がＭＴ形光コネクタのフェルールであ
り、レセプタクル側フェルールユニット２２がレンズ結合型のフェルールである場合の光
コネクタシステム１０を示している。図６Ｃは、プラグ側フェルールユニット４２がレン
ズ結合型のフェルールであり、レセプタクル側フェルールユニット２２がＭＴ形光コネク
タである場合の光コネクタシステム１０を示している。
【００６９】
　図６Ａ～図６Ｃに示す光コネクタシステム１０であっても、光路変換部３０とレセプタ
クルハウジング２１との間に隙間部２６が形成されているので、光路変換部３０を備えた
光レセプタクル２０に光プラグ４０を接続する際に、光路変換部３０の変形を抑制するこ
とができる。
【００７０】
　＜入出射部３６＞
　図７は、光路変換部３０の入出射部３６を説明するための断面図である。なお、図７の
下側には、実線で囲った部分を拡大した図を示している。
【００７１】
　図７に示すように、入出射部３６（後側入出射部３６Ａ及び下側入出射部３６Ｂ）は、
光信号の光軸に垂直な面に対して傾斜している。仮に、入出射部３６に光信号が真っ直ぐ
入出射する場合（入出射部３６が光信号の光軸に垂直な面である場合）、入出射部３６に
おいて一部反射した光が、光ファイバ（光ファイバ１Ａ及び光ファイバ１Ｂ）に再び入射
する戻り光となることがある。この戻り光が、光ファイバを損傷させる原因となっていた
。そこで、入出射部３６（後側入出射部３６Ａ及び下側入出射部３６Ｂ）を、光信号の光
軸に垂直な面に対して傾斜させることで、戻り光が光ファイバ（光ファイバ１Ａ及び光フ
ァイバ１Ｂ）に再び入射することを抑制している。
【００７２】
　前述の実施形態は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定して解
釈するためのものではない。本発明は、その趣旨を逸脱することなく、変更・改良され得
ると共に、本発明には、その等価物が含まれることは言うまでもない。
【符号の説明】
【００７３】
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１Ａ・１Ｂ　光ファイバ、２　壁、１０　光コネクタシステム、
２０　光コネクタレセプタクル（光レセプタクル）、
２１　レセプタクルハウジング、２２　レセプタクル側フェルールユニット、
２３　レセプタクル側フェルール、２４　レセプタクル側レンズ部、
２５　ガイドピン、２６　隙間部、２７　位置決め穴、２８　レンズ面、
２９　凹所、３０　光路変換部、３１　凹部領域、３２　ガイド領域、
３３　凹部、３４　反射部、３５　位置決めピン、３６　入出射部、
３６Ａ　後側入出射部、３６Ｂ　下側入出射部、３７　前壁、３８　後壁、
３９　ガイド貫通穴、４０　光コネクタプラグ（光プラグ）、
４２　プラグ側フェルールユニット、４３　プラグ側フェルール、
４４　プラグ側レンズ部、４５　ガイド穴、４６　光ファイバ穴、
４７　ガイド穴、４８　光ファイバ突き当て面、４９　レンズ面、
５０　凹所

【図１】 【図２】
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